
地域生活支援拠点整備について

障がい者の入所施設や病院からの地域移行を進めるとともに、障がい者の
高齢化や重度化、「親亡き後」を見据え、障がい者が安心して地域生活を
継続できるよう、様々な支援を切れ目なく提供できる体制として「地域生活
支援拠点」の整備が求められている。

「障害福祉サービス及び相談支援並びに市町村及び都道府県の地域生活
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「障害福祉サービス及び相談支援並びに市町村及び都道府県の地域生活
支援事業の提供体制の整備並びに自立支援給付及び地域生活支援事業
の円滑な実施を確保するための基本的な指針」（平成18年厚労省告示
395号）において、平成29年度末までに各市町村少なくとも一つを整備する
こととされており、これに基づき新潟市でも第4期新潟市障がい福祉計画に
おいて少なくとも１つの拠点整備を目指すとしている。
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整備にあたっての留意事項

協議会の活用

（途中省略）どの機関を拠点とするのか、どのような機能を拠点に担わせ
るか等について、協議会の場において市町村内の状況に応じて検討するこ
とが重要。

また、地域生活支援拠点等の運営に対しても協議会が関与することが望ま
しい。しい。
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